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⼀層効果的な⼊⼝⽀援の在り⽅を検討しています。

薬物事犯者の再犯防⽌対策の在り⽅を検討しています。

（平成30年版犯罪⽩書）

微罪処分の
年齢別構成⽐

微罪処分の約４割を
⾼齢者が占めています。

刑事司法の⼊⼝（刑事施設に⼊所するに⾄る前）
の段階で、関係機関が連携し、⾝柄釈放時等に
福祉サービスに橋渡しする取組

早期の段階で福祉的⽀援に結び付け、再犯を防ぎます。

・刑の⼀部執⾏猶予制度の運⽤状況
・地域の医療機関等の整備状況等
・海外における各種拘禁刑に代わる措置

覚せい剤取締法による検挙者の６割以上が過去に同じ罪で検挙されています。

覚せい剤取締法
による検挙⼈員中の
同⼀罪名再犯者⼈員等

(令和元年版犯罪⽩書）

※更⽣保護施設に求められる役割は多様化・⾼度化しています。

⼊⼝⽀援
福
祉
サ
ー
ビ
ス

障害・⾼齢
の被疑者等

保護観察所等

不
起
訴

等

執
⾏
猶
予

更⽣保護事業の在り⽅を検討しています。

クラウドファンディングやソーシャル・インパクト・ボンド(※)

より⼀層効果的な取組の導⼊を進めています。

65歳以上
37.6%64歳以下

62.4%

同⼀罪名
再犯者
66.6%

同⼀罪名
検挙歴なし
33.4%

再犯防止の取組④再犯
防止

ポ イ ン ト

3

4

※ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）︓事業の成果に応じて委託料を⽀払う成果連動型⺠間委託契約⽅式の⼀類型で,
外部の⺠間資⾦を活⽤した官⺠連携による社会課題解決の仕組み。

⺠間資⾦の活⽤を検討しています。
など、再犯防⽌に関する活動を⾏う⺠間団体等を⽀援するための

更⽣保護施設の
ミーティングの様⼦

福祉専⾨職

満期釈放者対策の充実強化を進めています。
ポ イ ン ト １

・⽣活環境の調整の充実強化と仮釈放の積極的な運⽤
・満期釈放者に対する受け⽫や相談⽀援等の充実

成果⽬標︓令和４年までに、満期釈放者の
２年以内再⼊者数を２割以上減少

弁護⼠検察庁

仮釈放 満期釈放

令和元年版
再犯防⽌推進⽩書

満期釈放者の２年以内再⼊率は
仮釈放者の２倍以上です。

これらを踏まえて効果的な再犯防⽌の⽅策を検討します。

平成２９年
釈放事由別

２年以内再⼊率

2トンイポ

トンイポ

25.4%

１０.７%

（ ）



・出所者等であることを理解した上で
彼らを雇⽤し、⽴ち直りを⽀援して
くださる⽅々です。

協 力 雇 用

・奨励⾦等、協⼒雇⽤主の⽅々を
⽀援する制度があります。

主 に な っ て み ま せ ん か

・コレワークでは、
雇⽤ニーズに合う者がいる
刑務所・少年院の
情報提供を⾏っています。

雇 用 の 相 談 を し て み ま せ

御相談は
最寄りの

保護観察所へ

御相談は
最寄りの

コレワークへ

ボ ラ ン テ ィ ア を し て み ま せ ん か

・犯罪や⾮⾏のない地域社会の実現を
⽬指す⻘少年ボランティア団体です。

BBS（Big Brothers and Sisters Movementの略） 入会等の
お問合せは
最寄りの

保護観察所へ

のて全 皆 様 へ

再犯防⽌施策の経緯や具体的な取組について、
法務省ホームページで紹介しています。

あなたの⼀⾔が⽴ち直りのきっかけになります。
再犯防⽌施策への御理解・御⽀援をお願いします。

皆様へのお願い再犯
防止

・様々な問題を抱える少年に、兄や姉のような
⾝近な存在として接しながら⽀援します。

事業主の皆様へ

学⽣の皆様へ

ん か

・受刑者等の雇⽤に関する
御相談をお待ちしております。


